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阪神間初 子どもの利益を最優先する 

面会交流のコーディネートを始めています 

 

尼崎市では４月１日から離婚等により市内在住の子どもと離れて暮らす親の面会交流が困難な

場合に、子どもの引き合わせや付き添いなどを市が第三者として仲介することで面会交流を円滑

に実施できるように支援を開始しています。 

本市では、第三者として面会を希望する子どもがいる親の間に入り、円滑な面会交流を支援す

ることで「子どもの利益」を守ることに寄与してまいります。 

 

１ 支援内容 

市が窓口となり事前の利用相談など

で父母の意思を確認した上で、子ども

の引き合わせや付き添いなど面会交

流の支援を市が委託する専門の事業

者が行います。 

本事業は最長１年間で月１回までの

支援となります。 

 

 

２ 対象者と要件 

▼対象者：同居する市内在住の親子と別居親（子どもは中学生まで） 

▼要件 

・子どもが面会を希望している 

・両親が面会交流について取り決めており、原則として、本事業を利用することに合意がある 

・連れ去りや配偶者暴力などの恐れがない 

 

３ 費用 

▽事前面接▽申し込み手続き▽面会交流－で各１万円の計３万円※。 

なお、父母の一方でも児童扶養手当受給者と同等の所得水準であれば無料。 

※以降、面会交流１回につき１万円が追加で必要（最大で 12回まで）。 

 

４ 本市の特徴 

本事業の利用に際しては、原則として父母間で事業を利用することに合意があることが条件と

なります。しかしながら、個別の事情によりその連絡を取り合うことが困難な場合もあるため、

本市では、面会交流を希望する父または母からの依頼に基づき、弁護士と連携し、市が他方の親

に事業利用を案内するまでのサポートも実施する予定です（面会交流の実現を保証するものでは

ありません）。 

さまざまな事情に寄り添い、できる限り子どもの利益を尊重したサポートを行ってまいります。 

以 上   

令和４年７月 26日 

所 属 こども福祉課 

所属長 河野 訓明 

電 話 06－6489－6349 

支援対象者 
①利用相談 

・事業概要の説明 

②事前申込（面談必要） 

・事前申込書の提出 

（父母別） 

・面会の頻度など条件 

の確認等を行う 

③引継ぎ連絡 

④事前面接・状況の 

聞き取り等 

（父母別） 

⑤申込・面会交流の 

日程調整 

委託事業者 こども福祉課 



支援員

↑詳しくはこちらから
（市ホームページ）


